
 

 

 

 

 

 

豊川市公共施設中長期保全計画 

（概要版） 
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～建物を永く活かして使っていくために～ 
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計画期間 

●豊川市公共施設中長期保全計画は、令和１２年までを射程としつつ、中期的な視点か

ら、5 年を１期とした短期的な視点にたった計画として、令和 3 年度から令和 7 年

度までの 5年間の保全計画書を作成します。 

 

 

 

第Ⅰ期 

H28～R2 

第Ⅱ期 

R3～R7 

第Ⅲ期 

R8～R12 

豊川市公共施設

中長期保全計画 

 

 

 

  

保全計画書 

 

 

 

  

 

豊川市公共施設中長期保全計画の位置付け 

●豊川市公共施設中長期保全計画の位置付けは、「第 6 次豊川市総合計画」および「豊

川市行政経営改革プラン」に即し、「豊川市公共施設等総合管理計画」における公共

建築物の長寿命化を図る施設保全業務を実施するための計画となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

豊川市公共施設中長期保全計画の位置付け 

豊川市公共施設適正配置計画 

（10年）【必要に応じて見直し】 

豊川市公共施設等総合管理計画 

公共建築物 

インフラ系施設 
連
携 

プラント系施設 

豊川市公共施設中長期保全計画 

（3期 15年）【1期 5年間】 

5 つの重点取組と 10 つの

リーディング事業の推進 

施設の再編事業・施設保全業務の実施 

1 

第 6次豊川市総合計画 

豊川市行政経営改革プラン 
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旧耐震基準 

（昭和 56年度以前） 

238,117㎡ 52％ 

新耐震基準 

（昭和 57年度以降） 

220,963㎡ 48％ 

総延床面積 459,080㎡ 

公共建築物の現状把握 

 

 

●本市の用途別の

公共建築物の延

床面積は、昭和

40 年代中頃か

ら昭和 60 年代

前半まで、学校

施設の面積が多

くを占めていま

す。 

●耐震基準別の延

床面積は、昭和

56 年度の建築

基準法の改正に

より、旧耐震基準（昭和 56 年度以前）による建築物が 238,117 ㎡（約 5１.９％）、

新耐震基準（昭和 57 年度以降）による建築物が 220,963 ㎡（約 4８.１％）とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の歳入歳出見込み 

用途別の延床面積の年度別整備状況 

●市の収入である歳入の内訳

では、市税収入が歳入総額

の 5 割弱程度となっていま

す。今後予想される生産年

齢人口の減少などに伴う個

人市民税の影響等を考慮

し、慎重な財政運営を行う

必要があるものと考えられ

ます。 

 

●市の支出である歳出の内訳

では、義務的経費が占める

割合が 5 割程度となってい

ます。今後も少子高齢化の

一層の進展により、義務的

経費に含まれる扶助費等の

増加が懸念されます。ま

た、義務的経費の割合が増

加することにより、投資的

経費の割合が減少すること

が予測されます。 
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対象施設の選定 

●市営住宅などの木造・コンクリートブロック造（CB 造）で築 30 年以上経過した廃

止が決定している施設を除いた施設を長寿命化対象施設と定めていきます。なお、今

後も継続的な見直しを図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

劣化点検対象部位、判定基準 

●劣化点検の対象となる部位は、屋根、外装、内装、躯体、基礎、機械設備、電気設備、

屋外の 8部位を対象として実施し以下の判定基準に基づき４段階で評価します。 

 

公共建築物の劣化状況 

●概ね経過年数とともに劣化が進む傾向 

が見られますが、大規模改修などの実 

施により、一部の年代で劣化状況の改 

善が図られています。 

 

 

 

 

判定 劣化状況 

A 健全（ひび割れやへこみなどの劣化が無い、または、殆ど無い状態。） 

B 軽微な劣化がある状態（軽微なひび割れやへこみはあるものの、現状では修繕の必要が無い状態。） 

C 重度の劣化がある状態（劣化が進行し、部材の交換や部分的な修繕が必要な状態。） 

D 
最重要部材に重度の劣化がある状態及び部材の機能が全く維持していない状態（劣化が著しく進行

し、部材の交換・更新が必要な状態。） 

対象（候補) 対象外 

左記以外 木造、CB造で築 30年以上の 

廃止が決定している 

施設 

豊川市公共施設適正配置計画の対象施設 

豊川市公共施設中長期保全計画の対象施設 

192施設 407棟 

401棟 6棟 

事後保全 予防保全(候補) 

45棟 356棟 

左記以外 【個別施設計画】 

個別施設計画において 

予防保全することが 

定められていない建物 

【屋根の劣化状況】 
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公共建築物のコストの縮減により、各年度の保全にかかる経費をできる限り抑制

すると共に、「公共サービス水準」や「工事の優先順位」を定め、一時期に予算の

支出が集中しないよう平準化に配慮し、必要性の高い工事から執行します。 

公共建築物の質を確保するための費用（コスト）を縮減するために、修繕・改修

工事を計画的・予防的に行うことにより、「公共建築物の長寿命化」を図ります。 

公共建築物は、施設の安全性が適切に担保され、快適性等に配慮した施設機能を

維持するために適切な内容および時期に修繕・改修工事を行い、質を確保し続ける

ことが必要です。今後は、劣化調査や公共施設構造体耐久性調査を定期的に行い、

工事履歴などの「施設情報の一元化」を行います。 

公共建築物は老朽化した後の建て替えの際に必要となる更新費に加え、市民に公

共サービスを持続的に提供していくための費用として、人件費や水道光熱費などの

維持運営費（ランニングコスト）が必要となり、これは更新費として必要な額より

も大きな金額となる可能性があります。 

少子高齢化の進展に伴い、税収の減少等により、公共建築物に充てられる財源が

不足することが懸念されていますが、公共建築物においても、不具合状況が顕在化

しており、今後は突発的に修繕費用等が必要となる可能性があります。 

昭和 40 年代中頃から昭和 50 年代後半に整備された公共建築物は、築後３0 年

以上を経過し、学校施設を中心として老朽化の著しい進行が判明しました。場当た

り的な修繕では、対応が追い付かずに安全性が損なわれる懸念があります。効率的

な情報の収集等、必要なタイミングで必要な情報が取り出せる仕組みの構築が課題

です。 

（課題 1）急増する老朽化建築物への対応 

（課題 2）不足が予測される財源への対応 

（課題 3）持続可能な公共サービスの提供 

（基本方針 1）公共建築物の質の確保 

（基本方針 2）公共建築物のコストの縮減 

（基本方針 3）公共建築物にかかる支出予算の平準化 
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・基本方針 

・課題のまとめ 
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●建物全体の建設費（用途別㎡単価×延床面積）に対する部位ごとの構成比率を設定

して部位ごとの建設費を算出した上で、日常修繕と大規模改修それぞれの比率によ

り、部位ごとの金額を算出します。 

 

  

改修周期、更新周期の設定 
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【建物全体】 

屋根 

外装 

…
 

×○％ 

×○％ 

…
 

【部位】 【費率】 

×○％ 

×○％ 

…
 

【構成比率】 

○○円 

○○円 

…
 

【金額】 

建

替 

日

常 

大

規

模 

日

常 

大

規

模 

日

常 

日常修繕 

大規模改修 
建物の長寿命化を目的に予防保全的に行う全面的な工事 

施設の建替えは、一般的な RC造の場合、80年 

 

建物を良好に維持するために必要な部分的な工事 

【改修周期のイメージ】 

○部位ごとの改修周期 

建物の

部位 

日常修繕

サイクル 

大規模改修

サイクル 

屋根 
10 年（※） 

15 年（※） 
30年 

外装 
10 年（※） 

15 年（※） 
30年 

内装 
10年 

15年 
30年 

機械 

設備 
15年 － 

電気 

設備 
15年 － 

屋外 
10 年（※） 

15 年（※） 
30年 

 
劣化状況

から設定 

設置年度 

から設定 

 

構造

種別 

処分制限

期間 

（法定耐

用年数）T 

事後保全 

更新周期 

T×1.2倍 

予防保全 

更新周期 

T×1.6倍 

RC造 

SRC造 
50年 60年 80年 

S造 38年 46年 61年 

CB造 41年 49年 66年 

W造 24年 29年 38年 

 

○構造種別ごとの更新周期 

※日常修繕サイクルは、仕上げ材料で耐用年数が異なる

ため、各部位の仕様ごとに年数を設定します。 
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●長寿命化対策の効果を把握するため、対策として大規模改修を実施した場合（予防

保全）と実施しなかった場合（事後保全）の費用を比較し、単年度当たりのライフ

サイクルコストの縮減効果を算定します。 

●大規模改修の実施の有無により、更新時期が異なることとし、下記の式により、単

年度当たりのライフサイクルコストの縮減額を算出します。 

 

●大規模改修や修繕等を行う際の優先性の評価として、評価項目を設定します。 

●各施設の部位ごとに 6 つの評価項目で点数を出し、その合計から優先順位を決めま

す。 

 

  

ライフサイクルコストの試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）ここでいう事後保全は、本市が今後、現状を踏まえ日常修繕を計画的に実施し

ていくことを踏まえ、日常修繕を含んだものとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単年度当たりライフサイクルコスト縮減額（Ｃ）：（Ｃ0／Ｔ0）－（Ｃ1／Ｔ1） 

Ｃ0：大規模改修を実施しなかった場合における、次期更新までに要する総費用  

Ｔ0：大規模改修を実施しなかった場合の耐用年数 

Ｃ1：大規模改修を実施した場合における、次期更新までに要する総費用  

Ｔ1：大規模改修を実施した場合の延命後耐用年数 

大規模改修・ 

修繕等判定 P ＝ 安全性 A 
劣化度 E × 

影響係数 a 

重要性及び 

公共性 H 

機能停止 

損害 T 
代替性 Y 

＋ ＋ 

＋ ＋ 

Ｐ=Ａ＋(Ｅ×ａ)＋Ｈ＋Ｔ＋Ｙ 
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工事優先度の評価、計算式 

ライフサイクルコストの計算式 

事後保全 

の場合 
＝ 

更新 

費用 
＋ 

日常修繕 

費用 

耐用 

年数 

予防保全 

の場合 
＝ 

大規模改修 

費用 

更新 

費用 
＋ ＋ 

日常修繕 

費用 

延命後 

耐用年数 

施設を長寿命化するための保全管理の方法で、建物及び設備の異状の有無

や兆候を事前に把握・予測することで計画的に改修を行い、故障による停

止や事故を防ぎ、建築物の部材を適切に保全する方法。 予防保全とは 
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●大規模改修の実施を取入れ「予防保全」の管理を行った場合、令和 47 年度までで

約 1,803 億円、年平均では約 41.0 億円/年の費用が必要となります。「事後保全」

に比べ、総額約 304億円の費用縮減が図れ、財政負担が軽減されます。 

 

●現在保有している建物の更新等費用を試算した結果、令和 47 年度までで約 2,107

億円、年平均では約 47.9 億円/年の費用が必要となります。近年の市の予算の規模

19.9億円は、その約 4１.５％にとどまります。 

 

注）公共施設改修・改築等経費は、過去 5 年間（Ｈ22 年度からＨ26 年度）の公共施設改修・改築等

経費の平均値となります。よって、人件費や光熱水費などの維持運営費は含みません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常修繕費： 46,962百万円 

更新費：    163,750百万円 

費用合計：  210,712百万円 

公共施設改修・改築

等経費 

約 19.9億円/年 

将来の費用総額 約 47.9億円/年 

（日常修繕・更新・撤去費用） 

差額 

約 28.0億円/年 

大規模改修費：23,481百万円 

日常修繕費：  37,672百万円 

更新費：     119,144百万円 

費用合計：   180,297百万円 

公共施設改修・改築

等経費 

約 19.9億円/年 

将来の費用総額 約 41.0億円/年 

（大規模改修・日常修繕・更新・撤去費用） 

差額 

約 21.1億円/年 

全施設を事後保全とした場合の試算結果 

予防保全を取り入れた場合の試算結果 
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22.0 

億円/年 
42.0 28.0 61.0 50.0 

●10 年以上の先送りを生じない段階的な予算制約で平準化した結果、今後 44 年で約

1,803 億円、年平均では約 41.0 億円/年の費用が必要となります。平成 63 年度

以降は、昭和 50 年代に集中的に整備された公共建築物の更新時期が到来するた

め、大幅に費用が増加しています。 

54.0 

平準化の流れ 

●施設の修繕時期等が一定期間に集中した場合、予算制約を定め、費用の平準化を行い 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階的な予算制約で平準化した場合の試算結果 

Ⅰ.予算制約条件を設定します。 

・予算制約条件：段階的予算制約（5 年以上の先送りを生じないよう、5 年ごとに

設定後、更に平準化を図るために 10 年以上の先送りを生じないように 10 年ご

とに設定） 

 

Ⅱ.予算制約を超過する年度は、優先度の高い施設から実施し、金額をオーバーし

た段階で翌年度に先送りします。 

（優先順位は、日常修繕、大規模改修、更新、撤去に関わらず設定します。） 

Ⅲ.翌年度以降、繰り返し計算を実施します。 

大規模改修費： 24,876百万円 

日常修繕費：   36,277百万円 

更新費：      119,144百万円 

費用合計：    180,297百万円 

公共施設改修・

改築等経費 

約 19.9億円/年 
将来の費用総額 約 41.0億円/年 

（大規模改修・日常修繕・更新・撤去費用） 

※『予防保全を取り入れた場合の試算結果』と縦軸の単位が違います。 
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●10 年間で先送りを生じないよう平準化した試算結果について、短期的な視点に立っ

た保全計画として、直近 5 年間について施設分類ごとにかかる更新・修繕費を整理

します。 

 

 Ⅱ（令和 3～7年） Ⅲ（令和 8～12年） 

施設分類 概算金額 概算金額 

庁舎 418,288 3,855,219  

文化施設 332,696  0  

保健施設 87,070  26,455  

高齢者福祉施設 67,573  67,573  

障害者福祉施設 2,728  2,728  

その他福祉施設 59,186  0  

児童福祉施設 108,002  36,672  

保育園 392,820  376,349  

観光施設 431,815  151,216  

地区市民館等 934,467   823,070  

公営住宅施設 519,162  358,498  

消防施設 2,338,340  2,652,090  

防災施設 0 0 

学校施設 2,415,373  3,017,551  

生涯学習施設 237,128  315,778  

体育施設（有人施設） 176,289  485,686  

計 8,520,937  12,168,885 

 

 

 

（単位：千円） 

 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 令和 8 年 

施設分類 概算金額 概算金額 概算金額 概算金額 概算金額 

庁舎 139,288 133,000 0 146,000 138,000 

文化施設 332,696 0 0 0 0 

保健施設 60,615 26,455 0 0 0 

高齢者福祉施設 62 66,721 62 728 62 

障害者福祉施設 0 1,320 0 1,408 0 

その他福祉施設 59,186 0 0 0 0 

児童福祉施設 71,330 36,672 0 0 0 

保育園 121,418 166,528 104,874 0 104,947 

観光施設 285,309 37,720 0 108,786 4,710 

地区市民館等 304,667 453,030 176,770 0 193,270 

公営住宅施設 160,664 112,037 0 246,461 0 

消防施設 0 142,090 1,255,000 941,250 313,750 

防災施設 0 0 0 0 0 

学校施設 377,842 666,298 659,484 711,749 980,020 

生涯学習施設 76,780 160,348 0 0 155,430 

体育施設（有人施設） 0 129,743 3,233 43,313 309,397 

計 1,989,857 2,131,962 2,199,423 2,199,695 2,199,586 

中期的な視点に立った保全計画（令和 12年度まで） 

短期的な視点に立った保全計画（5年） 

（単位：千円） 
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公共建築物に関する情報について、全庁的一元管理を行います。各施設の台帳のデ

ータベース化を進め、修繕履歴等の情報入力の実施体制を構築し、データベースの管

理は、所管課等と財産管理課が連携して行っていきます。 

 

公共建築物の管理について財産管理課を中心に、所管課、建築課及び財政課と連携

して、全庁的に公共建築物のマネジメントを推進します。 

 

技術職員の専門知識の蓄積、点検や修繕等の業務に関する技術力向上に努めます。

また、社会動向や市の財政状況を勘案しつつ、将来の技術職員の採用を含めた中長期

的な視点に立った人材育成を進めていきます。 

 

各年度に実施する工事の総量は、市の財政状況や需要等に応じて調整し、15 年間

の中期的な保全計画を立て、直近の 5 年間は短期的な保全計画として抽出し、保全

計画が適切に執行できるよう、各年度の財政や施設状況に応じて見直しを行います。 

 

施設の点検・劣化度調査、施設管理者による日常点検等を適切に実施し、必要な対

策を行うとともに、計画に基づき実施した予防保全の結果等の情報を適切に管理・蓄

積し、次の点検・診断に活用する、というＰＤＣＡサイクルの構築を推進していきま

す。 

 

財政的な視点から検討を行い、保有面積の縮減に向け、第 6 次豊川市総合計画や

豊川市公共施設適正配置計画および豊川市公共施設等総合管理計画との連携を図りな

がら進めます。 

 

PPP・PFI 等の民間の資金とノウハウを活用し、効率的かつ効果

的な公共サービスの提供に向けた検討を行い、新たな公共の担い

手への事業移管を推進し市民サービスの維持、向上を図ります。 

 

  

計画の推進に向けて 

●本計画で示した施設の長寿命化等を基本とし、維持保全に向けて各公共建築物の耐用

年数や毎年度の工事の実施状況、劣化状況等を常に把握する必要があります。そのた

めに、以下の事項を推進していきます。 
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a）公共建築物に関する情報の一元管理 

b）計画の推進体制 

ｃ）人材の育成 

ｄ）実現可能な年次計画（5ヵ年-15ヵ年） 

ｅ）PDCAサイクル 

ｆ）公共施設の再編等との連携 

ｇ）公民連携 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月改訂版 

 

 豊川市役所 総務部 財産管理課 

  〒442-8601 

   愛知県豊川市諏訪 1丁目 1番地 

    電話：0533-89-2108 FAX：0533-89-2163 
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